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（４）商標登録出願に関する事務系統

問合せ先：商標課、審判課

出  願 

方 式 審 査 

審      査 

拒絶理由通知 

登  録  査  定 

拒 絶 査 定 
設  定  登  録 

公  報  発  行 

異 議 申 立 

維 持 決 定 

取消決定 

(意見書・補正書) 

拒絶査定不服審判請求 

知的財産高等裁判所 

最高裁判所 

異議申立期間
２か月以内 

取消理由通知 

（ 意見書 ） 

審   理 

審判請求期間
３か月以内

審  理 

維持審決 無効審決・取消審決 

公 開 公 報 

無効審判請求・取消審判請求 

拒絶審決 登録審決 

拒絶理由通知 

審   理 

(意見書・補正書) 

※意見書・補正書
提出後の審査の場
合のみ 

※意見書提
出後の審理
の場合のみ 

維 持 決 定 （ 意見書 ） 

（５）国際出願（ＰＣＴ出願）に関する事務系統

出願課国際出願室（RO）

審査業務課方式審査室（DO）

問合せ先：

国 際 出 願 

記録原本 
調査用写し 

調査用写しの受領 

国 際 調 査 

の送付 

RO 

ISA 

IB 

優先日 

13月 

16月 

18月 

22月 

28月 

 

「優先日」……特許協力条約２条（xi） 
 
       受理官庁        国際調査機関 
 
       国際事務局       指定官庁  
 
       国際予備審査機関 
                 

RO  ISA  

IB  DO  

12月 

国際予備審査請求書
の受領 

国際予備審査 

国際予備報告の送付 

IPEA  

30月 

IPEA

国際予備報告の受領 

国際調査報告 
国際調査見解書 の送付 

国際  
調査 
見解書 
 

国際  
調査  
報告 
 の受領 

記録原本の 
受   領 

条約20条送達書
類の受領 

公    表 

国 内 審 査 

DO 

国内書面の受
理 

(翻訳文の受
理) 

条約20条送達書
類の要求 

条約20条送達書類の
送付 

国 際 公 開 

出願人 

出願人 


